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消毒用エタノールの他の事業者への提供について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記消毒用エタノールの他の事業者への提供について、日本薬剤師会より別添

のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の増加により、手指消毒用のエタノール

の国内需要が逼迫しているところです。 

これを受け、時限的な措置として、消毒用エタノールを所有する事業者が、他の事業

者に対し所有する手指消毒用エタノールを提供することは差し支えないこと（提供を受

けた事業者の社員に使用させる場合に限る）、その際には提供した手指消毒用エタノー

ルの品目及び数量を書面に記録すること、提供先事業者に対して誓約書の提出を求め、

適切に保存すること等が示されました。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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